
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通局職員の懲戒処分について 
 

 

仙台市交通局では、本日、以下のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせします。 

 

 

１ 所属     交通局総務部 

 

２ 職名     会計年度任用職員 

 

３ 年齢     ４０歳 

 

４ 処分の内容  懲戒免職 

 

５ 処分の理由 

令和５年４月１３日（木）午後１０時ごろに塩釜市内の住居に侵入したとして、同日、塩釜

警察署に住居侵入の容疑で現行犯逮捕された。当該住居の窓ガラスを割って侵入し、在宅して

いた女性およびその子に対して首を絞める等の行為により、５月２日付で住居侵入・器物損壊・

暴行の罪状で起訴されており、以上の行為について本人が認めたもの。 

 

６ 処分年月日  令和５年７月５日 

 

 

記 者 発 表 資 料 
令和５年７月５日 

（担当）交通局総務課 


